
令和７年第４回伊賀市教育委員会 議事日程 

 

令和７年３月 24日 10:00 ～ 

伊賀市役所 ２階 会議室202 

・開会宣言（開会あいさつ） 

 

日程第１ 議事録署名委員の指定について 

 

日程第２ 令和７年第３回伊賀市教育委員会議事録の確認について 

 

日程第３ 議案第 14号 教育委員会職員の任免等について 

 

日程第４ 議案第 15号 伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則の一部改正に

ついて 

 

     議案第 16号 伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領の

一部改正について 

 

日程第５ 議案第 17号 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設

置要綱の一部改正について 

 

     議案第 18号 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会委

員の委嘱について 

 

     議案第 19号 伊賀市指定有形文化財の指定について 

 

日程第６ 報告説明事項 

① 令和６年第２回伊賀市議会定例会令和７年２月定例月会議 教育行政関係

一般質問について 

 

② 伊賀市学校給食食物アレルギー対応補助金交付要綱の一部改正について 

 

③ 令和７年度小中学校及び桃青の丘幼稚園の入学（入園）式について 

 



④ 寄附について 

 

⑤ 企画展示の実施について 

 

⑥ その他 



議案第14号 

 

教育委員会職員の任免等について 

 

教育委員会職員の任免等について、次のとおり承認を求める。 

 令和７年３月24日提出 

 

 伊賀市教育委員会教育長 谷口 修一  

 

記 

 

異動内容   別紙のとおり  



内示資料〔R7.4.1配置案〕◎は昇任者 令和7年3月18日

課長・室長・副参事 主幹・係長・主査 主      任 係・スタッフ 会計年度任用職員

1

1

1

課長　森口　慎也
（一般事務補助員）
福山　さおり

副参事　岩野　敬子 2 総務係長　（岩野　敬子） 住田　彩華

3 政策係長　藤岡　史江 主任　猪口　陽平

主任　若林　和樹

学校施設室　５ 室長　中釜　悟

ｓtaff 4 主幹　重根  剛 主任　中岡　沙智代 吉森　卓也

岡村　祐希
【新規採用】

課長　西口　寿
（一般事務補助員）
南出　貴代

4 学務係長　松森　丈晴 主任　大門　法子
松尾　志織
【新規採用（育代）】

（一般事務補助員）
栗栖　明世

主査　上谷　明日香

副参事(管理主事）
太田　健二

9
主幹兼指導教職員係長
村田　憲彦

主幹(指導主事）　大垣内　亜紀

主幹(指導主事）　師井　佐知子

主幹(指導主事）　百地　大輔

主幹(指導主事）　冨田　敦子

主幹(指導主事）　國森　元太

主査（指導主事）　中　仁美
【新規採用】

主査（指導主事）　松村　晋
【新規採用】

【不登校児童生徒支援担当】 1
主任　峯　晴美
【新規採用】

所長　一路　勝巳

ｓtaff 1
主任　井戸　可葉子
【短・定年前再任用】

所長　東構　清隆
（一般事務補助員）
井野　真美子

ｓtaff 1 主査　森脇  清

園長　松永　愛

7 教頭　細谷　千波 後藤　友貴 堀川　蒼生

松並　悦子 森下　真実 尾崎　佳菜

藪内　都菜実

いがっこ給食ｾﾝﾀｰ元気　２

桃青の丘幼稚園　８

いがっこ給食ｾﾝﾀｰ夢　２

学校教育課　１５

社会教育推進監【次長級】
小林　さおり◎

教育総務課　６

部長・次長・参事

教育委員会事務局　８０

事務局長【部長級】
川部　千佳

次長　中　映人
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内示資料〔R7.4.1配置案〕◎は昇任者 令和7年3月18日

部長・次長・参事 課長・室長・副参事

小学校 １６ 上野東小学校 5
給　森岡　すず
【暫定再任用】

給　出口　佐津紀
【暫定再任用】

給　山本　陽子
給　永井　瑞代
【定年引上】

給　福谷　初美
【暫定再任用】

上野西小学校 6 給　森岡　みほ
給　藤本　美佐子
【暫定再任用】

用　豆本　秀子

給　山本　智代美
給　藤森　優子
【暫定再任用】

給　稲地　多佳子
【暫定再任用】

久米小学校

成和西小学校

上野北小学校

三訪小学校

府中小学校

中瀬小学校

友生小学校 4
給　高尾　泰子
【暫定再任用】

給　田中　真由美
【定年引上】

給　井上　由佳
給　赤井　美裕紀
【暫定再任用】

成和東小学校

上野南小学校

柘植小学校

西柘植小学校

壬生野小学校

島ヶ原小学校

阿山小学校 1 用　早瀬　真由美

大山田小学校

青山小学校

中学校　６ 崇広中学校 1
用　松岡　紀子
【暫定再任用】

緑ケ丘中学校 1
用　辻村　智恵美
【暫定再任用】

城東中学校 1 用　稲葉　千栄

上野南中学校 1
用　中森　千賀子
【定年引上】

柘植中学校

霊峰中学校

島ヶ原中学校

阿山中学校 1
用　林崎　美登里
【定年引上】

大山田中学校

青山中学校 1
用　杉森　智美
【暫定再任用】

係・スタッフ

小中学校



内示資料〔R7.4.1配置案〕◎は昇任者 令和7年3月18日

部長・次長・参事 課長・室長・副参事 主幹・係長・主査 主      任 係・スタッフ 会計年度任用職員

生涯学習課　７ 課長　藤島　月美
（一般事務補助員）
谷口　枝美

4 主幹兼生涯学習係長　髙見　有紀
社会教育主事
主任　西口　修身

伊藤　真穂
（一般事務補助員）
稲森　裕美

主幹（生涯学習担当）　本田  真章
（一般事務補助員）
林　哲朗

2
主幹兼人権同和教育係長
梅田　佳生

主査　宮田　茂光

文化財課　７ 課長　笠井　賢治
（一般事務補助員）
武内　真美

5 主幹兼文化財係長　福島　伸孝 主任　松本　知惠 清山　隆

主任　西口　温子◎

主任　松田　久司

1 歴史資料係長　山本　厚◎

中央公民館 館長　（藤島　月美）

ｓtaff 主幹　（髙見　有紀） 主任　（西口　修身） （伊藤　真穂）

主幹　（本田  真章）

上野図書館　３ 館長　（小林　さおり）
（一般事務補助員）
清原　桃花

ｓtaff 3 主幹　中田  光裕 主任　村田　智美

主任　田中　志奈◎

　　　いがまち分館 ｓtaff 館長　（小林　さおり） 主幹　（中田  光裕） 主任　（村田　智美）

主任　（田中　志奈）

　　　島ヶ原分館 ｓtaff 館長　（小林　さおり） 主幹　（中田  光裕） 主任　（村田　智美）

主任　（田中　志奈）

　　　大山田分館 ｓtaff 館長　（小林　さおり） 主幹　（中田  光裕） 主任　（村田　智美）

主任　（田中　志奈）

　　　青山分館 ｓtaff 館長　（小林　さおり） 主幹　（中田  光裕） 主任　（村田　智美） 　

主任　（田中　志奈）

教育委員会2



 

議案第15号 

 

   伊賀市学校（園）の管理及び運営に関する規則の一部改正について 

 

 伊賀市学校（園）の管理及び運営に関する規則の一部改正について下記のとお

り検討を求める。 

  令和７年３月24日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 谷口 修一  

 

記 

 

１ 改正理由   令和６年 12月 23日付けで三重県教育委員会教育長より「栄

養教諭に準ずる職務に従事する講師の新設について」の通

知が出されたことに伴い、所要の改正を行おうとする。 

    

２ 改正内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 



伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則 

 伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則（平成 16 年教育委員会規則

第 18 号）の一部を次のように改正する。 

 第 30 条第 10 項中「及び学校栄養職員」を削り、同条に次の１項を加える。 

11 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 

 第 31 条第１項中「講師、」の次に「講師（栄養）、臨時学校栄養職員、」を加え、

同条第７項を第９項とし、第４項から第６項までを２項ずつ繰り下げ、第３項の

次に次の２項を加える。 

４ 講師（栄養）は、栄養教諭に準ずる職務に従事する。 

５ 臨時学校栄養職員は、学校栄養職員に準ずる職務に従事する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

 伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則  伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則 

 第１条～第29条（略）   第１条～第29条（略） 

（常勤の職員） （常勤の職員） 

第30条 学校に校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、事務職

員、栄養教諭又は学校栄養職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、

教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、事務職員、栄養教諭又は学校栄養

職員を置かないことができる。 

第30条 学校に校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、事務職

員、栄養教諭又は学校栄養職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、

教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、事務職員、栄養教諭又は学校栄養

職員を置かないことができる。 

２ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 ２ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

３ 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ、児童生徒の教育

又は幼児の保育をつかさどる。 

３ 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ、児童生徒の教育

又は幼児の保育をつかさどる。 

４ 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたとき

はその職務を行う。この場合において、教頭が２人以上あるときは、あら

かじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 

４ 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたとき

はその職務を行う。この場合において、教頭が２人以上あるときは、あら

かじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 

５ 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並

びに児童生徒の教育をつかさどる。 

５ 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並

びに児童生徒の教育をつかさどる。 

６ 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に

対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 

６ 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に

対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 

７ 教諭は、児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどり、教育活動及び生

徒指導などを通じて学校運営に参画する。 

７ 教諭は、児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどり、教育活動及び生

徒指導などを通じて学校運営に参画する。 

８ 養護教諭は、児童生徒又は幼児の養護をつかさどり、保健及び健康教育

などを通じて学校運営に参画する。 

８ 養護教諭は、児童生徒又は幼児の養護をつかさどり、保健及び健康教育

などを通じて学校運営に参画する。 

９ 事務職員は、学校事務をつかさどり、学校経営、総務、財務、渉外等の

領域に関する事務などを通じて学校運営に参画する。 

９ 事務職員は、学校事務をつかさどり、学校経営、総務、財務、渉外等の

領域に関する事務などを通じて学校運営に参画する。 

10 栄養教諭は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどり、食教育

及び栄養指導などを通じて学校運営に参画する。 

10 栄養教諭及び学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつ

かさどり、食教育及び栄養指導などを通じて学校運営に参画する。 

11 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。  
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改正後 改正前 

第31条 学校に前条に定めるもののほか、必要により養護助教諭、講師、講

師（栄養）、臨時学校栄養職員、用務員、調理員又は教育支援員を置く。 

第31条 学校に前条に定めるもののほか、必要により養護助教諭、講師、用

務員、調理員又は教育支援員を置く。 

２ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助け、必要に応じて養護教諭に準ずる

職務に従事する。 

２ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助け、必要に応じて養護教諭に準ずる

職務に従事する。 

３ 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。 ３ 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。 

４ 講師（栄養）は、栄養教諭に準ずる職務に従事する。  

５ 臨時学校栄養職員は、学校栄養職員に準ずる職務に従事する。  

６ 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。 ４ 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。 

７ 調理員は、学校給食の調理に従事する。 ５ 調理員は、学校給食の調理に従事する。 

８ 教育支援員は、児童生徒又は幼児の介助に従事する。 ６ 教育支援員は、児童生徒又は幼児の介助に従事する。 

９ 第１項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。 ７ 第１項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。 

 第32条～第74条（略）  第32条～第74条（略） 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



議案第 16 号 

 

伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領の一部改

正について 

 

下記のとおり伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領の

一部改正について下記のとおり検討を求める。 

  令和７年３月 24 日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 谷口 修一 

 

記 

 

１ 改正理由   令和７年４月１日から、久米小学校・島ヶ原小学校・青山小

学校がいがっこ給食センター元気に、島ヶ原中学校がいがっこ

給食センター夢に移行するため、物資を納入する事業者の登録

に関し、必要な事項を定めた要領の一部を改正しようとする。 

 

２ 改正内容  別紙のとおり 

 

３ 施行期日  令和７年４月１日 

 

 



伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領の一部を改正する告示 

伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領（令和５年教育委員会告示

第４号）の一部を次のように改正する。 

第２号様式納入箇所の欄中「□上野東小学校 □上野西小学校 □久米小学校 □友生

小学校 □島ヶ原小中学校 □青山小学校」を「□上野東小学校 □上野西小学校 □友

生小学校」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領の一部を改正する告示新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領 ○伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領 

  

    



2/2 

改正後 改正前 

  

  

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



議案第17号 

 

   市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱の一部改正に

係る承認ついて 

 

 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱（令和元年教育委員

会告示第 18号）の一部改正について、伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平

成16年教育委員会規則第４号）第３条第２項の規定に基づき承認を求める。 

  令和７年３月24日提出 

 

伊賀市教育委員会 教育長 谷口 修一 

 

記 

 

１ 改正理由   旧上野市庁舎改修工事について引き続き、専門的な見地から指導・助言 

を受けるため、所要の改正の承認を求めようとする。 

 

２ 改正内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 



   市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱の一部を改正

する告示 

 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱（令和元年９月 25

日教育委員会告示第18号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「令和７年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 



市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱の一部を改正する告示新旧対照表 

改正後 改正前 

○市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討

委員会設置条例 

令和元年９月25日教育委員会告示第18号 

 

第５条 委員の任期は、令和８年３月 31日までとする。 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

○市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討

委員会設置要綱 

令和元年９月25日教育委員会告示第18号 

 

第５条 委員の任期は、令和７年３月 31日までとする。 

 



   市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱 

令和元年９月25日教育委員会告示第18号 

（設置） 

第１条 市指定有形文化財旧上野市庁舎の保存と活用を図り、次世代に継承するための「旧上野市

庁舎保存活用計画」を策定するに当たり、学識経験者等から専門的な指導・助言を受けるため、

附属機関の設置等に関する条例（平成19年伊賀市条例第31号）第２条の規定に基づき市指定有形文

化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画について審議する。 

（組織） 

第３条 委員会は、６名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから伊賀市教育委員会（以下「教育委員会」）が委嘱し、又は任

命する。 

(１) 学識経験者 

(２) その他教育委員会が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、令和７年３月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第２項各号に掲げるところにより、その職をもって委嘱され

た委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

改正前 



２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において行う。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年９月25日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育委員会が招

集する。 

   附 則 

この告示は、令和３年１月22日から施行する。 

 

   附 則 

  この告示は、令和３年12月24日から施行する。 

 

   附 則 

  この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

   

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 



市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱 

令和元年９月25日教育委員会告示第18号 

（設置） 

第１条 市指定有形文化財旧上野市庁舎の保存と活用を図り、次世代に継承するための「旧上野市

庁舎保存活用計画」を策定するに当たり、学識経験者等から専門的な指導・助言を受けるため、

附属機関の設置等に関する条例（平成19年伊賀市条例第31号）第２条の規定に基づき市指定有形文

化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画について審議する。 

（組織） 

第３条 委員会は、６名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから伊賀市教育委員会（以下「教育委員会」）が委嘱し、又は任

命する。 

(１) 学識経験者 

(２) その他教育委員会が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、令和８年３月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第２項各号に掲げるところにより、その職をもって委嘱され

た委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

改正後 



２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において行う。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年９月25日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育委員会が招

集する。 

   附 則 

この告示は、令和３年１月22日から施行する。 

 

   附 則 

  この告示は、令和３年12月24日から施行する。 

 

   附 則 

  この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

   

   附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 



附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



議案第18号 

 

   市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会委員の委嘱に係る承認 

   について 

 

 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会委員の委嘱について、伊賀

市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成16年教育委員会規則第４号）第３条第２

項の規定に基づき承認を求める。 

  令和７年３月24日提出 

 

                      伊賀市教育委員会教育長 谷口 修一  

 

記 

 

１ 承認理由 

  委員の任期満了に伴い、引き続き、委員から指導・助言を受けるため、委員の委嘱に

係る承認を求めようとする。 

 

２ 委嘱委員    別紙のとおり 

 

３ 委嘱期間    令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 



市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会 委嘱委員名簿 

 

要綱 氏名 役職等 備考 

 

第３条第２項（１） 菅原
すがわら

 洋一
よういち

 
 

三重大学 名誉教授 

 

再任 

 

第３条第２項（１） 畑中
はたなか

 重光
しげみつ

 
 

岐阜市立女子短期大学 学長 

 

再任 

 

第３条第２項（１） 鰺坂
あじさか

 徹
とおる

 
 

一級建築士事務所 鰺坂建築研究所（元鹿児島大学教授） 

 

再任 

委嘱期間：令和７年４月１日～令和８年３月 31日 

 ＾ 



市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置要綱 

令和元年９月25日教育委員会告示第18号 

（設置） 

第１条 市指定有形文化財旧上野市庁舎の保存と活用を図り、次世代に継承するための「旧上野市

庁舎保存活用計画」を策定するに当たり、学識経験者等から専門的な指導・助言を受けるため、

附属機関の設置等に関する条例（平成19年伊賀市条例第31号）第２条の規定に基づき市指定有形文

化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画について審議する。 

（組織） 

第３条 委員会は、６名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから伊賀市教育委員会（以下「教育委員会」）が委嘱し、又は任

命する。 

(１) 学識経験者 

(２) その他教育委員会が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、令和８年３月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第２項各号に掲げるところにより、その職をもって委嘱され

た委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 



２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において行う。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年９月25日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育委員会が招

集する。 

   附 則 

この告示は、令和３年１月22日から施行する。 

 

   附 則 

  この告示は、令和３年12月24日から施行する。 

 

   附 則 

  この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

   

   附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 



附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



議案第 19号 

 

   伊賀市指定有形文化財の指定について 

 

 伊賀市文化財保護条例第４条第１項の規定に基づき、下記について伊賀市指定有形文

化財への指定を求める。 

 

  令和７年３月 24日提出 

 

 

                     伊賀市教育委員会教育長 谷口 修一  

 

 

記 

 

 

 指定を求める文化財 

 

 ・市指定有形文化財【建造物】 波多岐神社本殿 附棟札 15枚 

                       （伊賀市土橋 波多岐神社） 

 

 ・市指定有形文化財【建造物】 上野公園慰霊塔 附献詩碑 鉄製花台一対 手水塔 

                       （伊賀市上野丸之内 伊賀市） 
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令和７年第４回伊賀市教育委員会定例会議事録 

 

１．開催日時 ：2025年（令和７年）３月 24日（月曜日） 10時 

 

２．開催場所 ：伊賀市役所 ２階 会議室 202 

 

３．出席者   ：谷口教育長、岡森委員、中委員、野口委員、内藤委員、川部事務局長、

森口教育総務課長、中釜学校施設室長、西口学校教育課長、川口生涯

学習課長兼中央公民館長、笠井文化財課長、小林上野図書館長、東構

いがっこ給食センター元気所長 一路いがっこ給食センター夢所長 

 

４．傍聴人   １人 

 

５．協議事項： 

 議案第 14号 教育委員会職員の任免等について 

 議案第 15号 伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則の一部改正につ

いて 

 議案第 16号 伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領の一

部改正について 

 議案第 17号 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会設置

要綱の一部改正について   

 議案第 18号 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会委員

の委嘱について 

 議案第 19号 伊賀市指定有形文化財の指定について 

  

６．報告事項： 

① 令和６年第２回伊賀市議会定例会令和７年２月定例月会議 教育行政関係

一般質問について 

② 伊賀市学校給食食物アレルギー対応補助金交付要綱の一部改正について 

③ 令和７年度小中学校及び桃青の丘幼稚園の入学（入園）式について 

④ 寄附について 

⑤ 企画展示の実施について 

⑥ その他 

 

閉会： 11時 10分  署名委員： 内藤委員 

 

 

教育長  皆様方には、お忙しい中ご参集いただきましてありがとうございます。年度

としては最後の教育委員会になります。大分春らしくなってきました。先日、

俳句バトルの催しがあり、子どもたちが読み合い、審査の上、優れたものを決

するという、実に単純な過程で進行いたしましたが、子どもたちも大いに盛り

上がり、私共も選ぶことを楽しむことができました。俳句を新たな形にて、子

どもたちに良き機会を与えられたことに、感慨深く帰途についた次第でござい
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ます。教育委員会の中においては、様々な行事が終了し、反省も行いながら、

明日、閉会日に予算が通過すれば、次年度の予算に基づき進めて参る所存でご

ざいます。また、皆様方には引き続きお願い申し上げます。 

  それでは、これより令和７年第４回伊賀市教育委員会定例会を開催いたしま

す。本日は、委員全員が出席しており会議は成立しております。 

  本日の議事日程は、タブレットに掲載のとおりでございますが、このように

取り扱うことにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  ご異議なしと認めます。 

      よって、本日の議事日程については、このとおりといたします。 

  それでは、これより議事に入ります。 

 日程第１ 議事録署名委員の指定についてを議題といたします。 

 議事録署名委員には、内藤委員を指名いたしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  異議なしと認め、本日の委員会の議事録署名者は、内藤委員といたします。

よろしくお願いします。 

 

教育長  日程第２ 令和７年第３回伊賀市教育委員会議事録の確認についてであり

ますが、議事録について、一部訂正などを求めたいといったことがございまし

たら、ご発言ください。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  それでは、議事録については、このように取り扱うこととしてよろしいか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  議事録は、事前送付内容のとおりにすることといたします。 

 

教育長  日程第３ 議案第 14 号 教育委員会職員の任免等についてを議題といたし

ます。 

 本議案につきまして、教育総務課長から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。この定例会のメンバーでは

生涯学習課の川口課長が人権政策課へ異動され、後は役職が変わる人がいます

が残っていただくということでございます。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

 ご意見ございませんか。 
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  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 14号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 14号は、可決いたしました。 

  日程第４ 議案第 15 号 伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則

の一部改正についてを議題といたします。 

 学校教育課長から説明をお願いします。 

 

 （学校教育課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。県が栄養教諭を講師と認め

るということになったので、栄養教諭を入れるということになったわけです。 

 

委員  今まで栄養士のみを持ち、教員の免許を有しなかった者は、雇用されなくな

るのでしょうか。 

 

学校教育課長 学校栄養職員という形で、今までどおり学校配置になります。 

 

教育長  その該当者は伊賀市にいますか。 

 

学校教育課長 来年度はおりません。 

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

   

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 15号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 15号は、可決いたしました。   

  議案第 16 号 伊賀市自校式学校給食用物資納入事業者の登録に関する要領

の一部改正についてを議題といたします。 

 学校教育課長から説明をお願いします。 

 

 （学校教育課長 説明） 
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教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。プラットホーム等の工事の

進捗はどうですか。 

 

学校施設室長 先週の金曜日で給食が終了したため、金曜日から着手し、２校は３月中で

完了、青山小学校は４月３日に完了の予定です。     

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

委員  自校式給食の学校はなくなったのですか。 

 

学校教育課長 上野東小学校、上野西小学校、友生小学校が自校式です。だたし、令和９

年度から、上野西小学校と友生小学校がいがっこ元気へセンター化する予定で

す。 

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

  

教育長  他に、ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 16号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 16号は、可決いたしました。 

  

教育長 続きまして、日程第５ 議案第 17 号 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活

用計画策定検討委員会設置要綱の一部改正についてを議題といたします。 

 文化財課長から説明をお願いします。 

 

 （文化財課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。1年延ばすということです。

今年はホテルが開業して、来年 3月には図書館だけオープンして、一旦そこで

この委員会は終わりになりますか。それとも、その後の庁舎の傷み具合など利

活用後もみていくのですか。 

 

文化財課長  改修工事につきましては、文化財の保守の部分では大きな影響がないだろう

と考えておりますので、一旦この改修が終われば委員会も終わりと思っており

ます。 

 

教育長   令和 8年 3月 31日までで一旦これは終わるという事でございます。       
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委員  今のところ工期としては、最終日いつごろ完了ですか。 

 

文化財課長  文化財に関わる部分ですと来年度中には終わる予定です。 

 

教育長   ホテルにする際、文化財の方向性に関して、これまでに指導を受けたことは

ございましたか。 

 

文化財課長  床を上げることや、防火の観点から天井を一度全て剥がすか、傾斜天井の扱

いについて議論がございました。改修前の状態の納め方にできないかとのご指

導もいただきました。しかしながら、PFI事業であるため、コスト面も考慮し、

なるべく手間のかからぬ方法で、全体の雰囲気を損なわぬよう折り合いをつけ

てまいりました。 

 

教育長  図書館の部分では問題はないですか。 

 

文化財課長  図書館の部分は特に価値が高いものであり、設計業者も非常に良く理解して

いただいております。床を上げる際には暖房を入れる予定ですが、そうなると

下の部分が保存されることとなります。このため、改修を行っても、当初の状

態が保存された形で維持されることとなります。ただし、エレベーターを設置

する際にはコンクリートを砕かなければならない部分もございます。このよう

な部分については、事前に図面や写真を撮り、記録を残しながら現状変更の作

業を進めております。 

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 17号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 17号は、可決いたしました。 

 

教育長 続きまして、議案第 18 号 市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定

検討委員会委員の委嘱についてを議題といたします。 

 文化財課長から説明をお願いします。 

 

 （文化財課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 
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  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

  

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 18号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 18号は、可決いたしました。 

 

教育長 議案第 19号 伊賀市指定有形文化財の指定についてを議題といたします。 

 文化財課長から説明をお願いします。 

 

 （文化財課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。この２つのものを市指定の

文化財としてはどうかということです。昭和の建物として指定文化財として認

められているのは慰霊碑と旧庁舎の他にありますか。 

 

文化財課長 指定文化財としてはこれだけです。 

 

教育長  この慰霊碑の価値というのはひと言でいうと何ですか。 

 

文化財課長  11 ページに記載しております。設計協議におけるいわゆるコンペで審査さ

れたところなのですが、記念碑建造物の観念を一切放棄し、普通の記念碑的な

ものを意識した非常にモダンな形の建造物になっております。独創的で下に丸

い柱があり、上がっているデザインになっていて、そこに祈りを捧げることを

意識しているのが一番大きなところだと思います。2 段落目に書いてあります

けども、４メートル四方の木台に 30 センチの変形のコンクリートがあって、

壁が支えている。壁は剥離の仕上げで、このこと自体が古来の概念を超えた精

神の現れであり、非常に建物の評価が高いというところでございます。 

 

委員  指定されることによって、維持費などの出どころが変わるのでしょうか。 

 

文化財課長  はい。指定文化財にすることによって、修理等については教育委員会が補助

金要綱に従って最大 2分の 1の補助をするということになります。        

 

委員  慰霊碑というものを文化財登録されることは他市でもあるのでしょうか。 

 

文化財課長  はい。一例あったと記憶しております。 

 

委員 慰霊碑を文化財登録するというイメージがなかったので珍しいのかなと思っ

て聞かせてもらいました。 
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文化財課長 場所は失念しましたが、事例はあったと記憶しております。 

 

教育長  新しい昭和の建物では、何年くらい経っていれば残すなどの基準はあるので

すか。  

 

 

文化財課長  法令で決められてるわけではないのですが、50年が目安になっています。近

代の国土建築においては、建て替えが進み、デザインや装飾が歴史的に優れた

ものが高度化される中で、価値のあるものはしっかりと残していこうという国

の動きがございます。名古屋のテレビ塔も指定されておりますし、市において

も近代建築であっても良いものについては、将来にわたって伝えていくことが

必要と考えております。 

 

教育長  わかりました。こういったことでこの二つが選ばれたということです。他に、

ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。  

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 19号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 19号は、可決いたしました。 

 

教育長  それでは、日程第６ 報告説明事項に移ります。 

 事項①番 令和６年第２回伊賀市議会定例会令和７年２月定例月会議 教育

行政関係一般質問についてを私から説明をさせていただきます。 

 

       （教育長説明） 

 

教育長  事項②番 伊賀市学校給食食物アレルギー対応補助金交付要綱の一部改正

についてを説明お願いします。 

 

  （学校教育課長 説明） 

 

教育長  事項③番 令和７年度小中学校及び桃青の丘幼稚園の入学（入園）式について

を説明お願いします。 

 

  （学校教育課長 説明） 

 

教育長  続いて、事項④番 寄附についてを説明お願いします。 
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  （文化財課 説明） 

 

教育長  続いて、事項⑤番 企画展示の実施についてを説明お願いします。 

 

  （上野図書館長 説明） 

 

教育長   ご質疑ございませんか。 

 

教育長  事項⑤番 「その他」の項ですが、何かございませんか。 

 

教育長   以上で、本日の教育委員会に付議されました案件は、全て議了いたしました。 

 これをもちまして、第４回定例会は閉会といたします。 

 議事協力どうもありがとうございました。 

 

   11時 10分 終了 
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